
令和４年度　茅ヶ崎南地区まちぢから協議会　主要事業の実績表

令和４年 令和５年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１．会議等の実施

　★総会 ★（書面）

　●運営員会 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　▲役員会 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

２．部会活動

　★防災部会 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

　●生活環境部会 ● ● ● ● ● ● ● ●

　▲福祉部会

　■児童健康部会

　◆地域活性化部会　

　〓コミセン事業部会 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓

　◎自治会長部会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

３．特定事業

その他主要な事業

　みんなで見守り隊

　新春凧揚げ大会 ●1月2日、3日

　広報活動事業 ●青松第3号 ●青松第4号 ●青松第5号

　市民のつどい ●9月10日

茅ヶ崎小学校登下校時の安全旗振り活動、正門・南門・西門にて実施

■必要に応じ随時

◆必要に応じ随時（８月の市民のつどい、１月の新春凧揚げ大会に向けて）

▲必要に応じ随時

答

令和５年５月２３日

第１回茅ヶ崎市地域

コミュニティ審議会

資料２－１



認定コミュニティ活動状況資料 
 

茅ヶ崎南地区まちぢから協議会 
 

（１） 認定基準への適合に関する資料 

認定基準確認表                １ 

規約等                 ２～１０ 

委員名簿                  １１ 

 

（２）認定コミュニティの活動及び特定事業に関する資料 

前年度の活動報告書及び収支決算書     １２～１７ 

当該年度の活動計画書及び収支予算    １８～２０ 

【参考資料】 

・広報誌：青松第３号（令和４年４月発行） 

・広報誌：青松第４号（令和４年８月発行） 

・広報誌：青松第５号（令和４年１１月発行） 

・チラシ：高砂コミセンまつり 

・チラシ：第９回新春凧揚げ大会 

  

令 和 ５ 年 ５ 月 ２ ３ 日 

第 １ 回 茅 ヶ 崎 市 地 域 

コ ミ ュ ニ テ ィ 審 議 会 

資 料 ２ － ２ 



設立趣意書抜粋（地区の特性等） 

 
 茅ヶ崎南地区は、６の自治会で構成され、それらの自治会を中心に社会福祉、青少年育成、市

民安全、地域振興、生活環境といった様々な分野で多くの団体が活動し、地域生活を支えていま

す。 

茅ヶ崎市の玄関口である茅ケ崎駅からサザンビーチちがさきまでの間に様々な商店が集まり、

昔から住んでいる住民や新たにこの地域で生活を始めた住民が入り混じる茅ヶ崎南地区が地域コ

ミュニティを維持、向上させていくためには、今まで以上に地域の団体や住民が身近な問題につ

いて気軽に話し合い、顔の見える関係づくりや住民相互の連携を図り、「共助」の力を強くして

いかなければならないことから、新たな地域コミュニティの形成を図ることとしました。 

茅ヶ崎南地区を活力ある持続可能な地域としていくため、地域に関わる者や各団体と市が、そ

れぞれの責任の下で役割を担い、日常の課題を解決する環境づくりを進めることで、地域におけ

る支え合いを再構築し、自助・共助のまちづくりを進めることとします。 



認定審査基準確認表 

茅ヶ崎南地区まちぢから協議会 

審 査 基 準 基準への適合状況（申請時） 基準への適合状況（Ｒ５年度） 

(1) 

申請書に、主として活動する区域が記載されている

か。 

申請書に活動区域の記載あり。 

申請団体の規約に、主として活動する区域が規定さ

れているか。 

規約第１条に市が定める茅ヶ崎南地区を協議会の 

活動区域とする規定あり。 

・申請時と同様で変更無し。

規約に規定された主として活動する区域が、市長の

告示する区域と合致しているか。 

市長が告示する区域である、審議会ファイル「別図

１３」と規約第１条における協議会の活動区域が合

致。 

・申請時と同様で変更無し。

(2) 

申請団体の規約に、申請団体の構成員として、当該

活動区域に有する、市長に届け出た全ての自治会（以

下「全ての自治会」という。）が規定されているか。 

規約第５条（１）に「茅ヶ崎南地区内に所在地を有

する自治会長」が委員である規定あり。 

・申請時と同様で変更無し。

申請団体が作成した構成員の一覧を記載した書類に

より、全ての自治会が構成員であることが明確であ

るか。 

市長に届け出た自治会は「地区別単位自治会の名

称」のとおり６自治会あり、名簿に、「地区別単位

自治会の名称」に記載されている全ての自治会名が

記載されている。 

・申請時と同様に全ての自治会が構成員となってい

る。 

(3) 

申請団体の規約に、申請団体の構成員として、茅ヶ

崎市地域コミュニティの認定等に関する条例施行規

則第３条第１項各号に規定された団体が規定されて

いるか。 

規約第５条（２）～（４)に規定あり。 

◆地域福祉の推進を主たる目的とするコミュニテ

ィ 

・茅ヶ崎南地区社会福祉協議会

・茅ヶ崎南地区民生委員児童委員協議会

・地域包括支援センター・福祉相談室つむぎ

◆文化、芸術又はスポーツの振興を主たる目的とす

るコミュニティ 

・茅ヶ崎南地区体育振興会

◆児童又は青少年の健全な育成を主たる目的とす

るコミュニティ 

・茅ヶ崎小学校区青少年育成推進協議会

・茅ヶ崎小学校区ふれあいプラザ運営委員会

・申請時と同様で変更無し。

申請団体が作成した構成員の一覧を記載した書類に

より、前項の団体が構成員であることが明確である

か。 

名簿に、「規約第５条（２）～（４)）に規定される

団体名が記載されている。 

・申請時と同様で変更無し。

(4) 

申請団体の規約に、公募により選出される構成員に

ついて規定されているか。 

規約第５条（１２）に規定あり。 ・申請時と同様で変更無し。

重要事項の決定に関与する者の公募に関する調書の

内容が適切か。 

(5) 

申請団体の規約に、申請団体の活動又は事業に活動

区域の誰もが参加できることが規定されているか。 

規約第５条（１２）に公募により認められた者を委

員とする規定あり。 

規約第１８条（２）に部会の設置に関する規定あり。 

・申請時と同様で変更無し。

全ての個人の参加に関する調書の内容が適切か。 

(6) 

申請団体の規約に、運営が民主的に行われる仕組み

が規定されているか。 

規約第１０条第２項及び第３項に過半数の出席、多

数決といった意思決定の方法が規定されている。 

・申請時と同様で変更無し。

民主的な運営に関する調書の内容が適切か。 

(7) 

申請団体に関する、目的、名称、主として活動する

区域、主たる事務所の所在地、代表者に関する事項、

会議に関する事項が規定された規約があるか。 

規約第３条に目的、第１条に名称及び主として活動

する区域、第２条に主たる事務所の所在地、第９条

に代表者に関する事項、第１０条に会議に関する事

項が規定されている。 

・申請時と同様で変更無し。

(8) 

申請団体の規約に、営利的活動、宗教的活動、政治

的活動を主たる目的とする事業が行われないことが

読み取れるか。 

規約第３条に営利的活動、宗教的活動、政治的活

動を主たる目的とする事業が行われないことが読

み取れる。 

・申請時と同様で変更無し。

申請書類から、前項の事業が行われないことが読み

取れるか。 

・別紙事業報告書のとおり、規約第３条に規定され

た目的達成に関する事業のみを行っている。 
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茅ヶ崎南地区まちぢから協議会 規約 

 

（名称及び組織） 

第１条 この会は、茅ヶ崎南地区まちぢから協議会（以下「協議会」）と称し、市が定める区域内

（以下「茅ヶ崎南地区」）に居住する市民および区域内で活動する各種団体で組織する。 

２ 協議会の設立年月日は平成２９年４月１日とする。 

 

（所在地） 

第２条 協議会の所在地は、高砂コミュニティセンター（茅ヶ崎市中海岸一丁目２番４２号）に

置く。 

 

（目 的） 

第３条 協議会は、「地域住民主体の市政」「地域住民の生きがいづくり」「自助・共助のまちづく

り」「協議の場」「まちの力の醸成」「自己実現の場を創造する」等のため、地域における課題解

決、住みよい地域社会の構築を目指し、地域住民、各種団体及び市が一体となり、自主的、主

体的に地域活動を行うことを目的とする。 

２ 協議会は、高砂コミュニティセンターの管理運営を行い、市民の学習、集会、レクリエーシ

ョンの場を提供し、地域住民相互の連帯感と自治意識の高揚を図り、心の豊かさとふれあいの

ある地域社会を形成することを目的とする。 

 

（事 業） 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）茅ヶ崎南地区の特性を生かし、地域の課題を解決するために行う事業 

（２）高砂コミュニティセンターの管理運営に関する事業  

（３）茅ヶ崎南地区住民の福祉に寄与する事業 

（４）児童及び青少年の健全育成に関する事業 

（５）高齢者及び障がい者福祉に関する事業 

（６）環境に関する事業 

（７）防災に関する事業 

（８）交通安全及び防犯に関する事業 

（９）茅ヶ崎南地区の住民の参画と情報の共有並びに協働の推進に関すること 

（10）隣接する地区との情報交換に関すること 

（11）茅ヶ崎南地区の発展に寄与する事業 

（12）その他、前条の目的達成に必要な事業の実施に関すること 

 

（委 員） 

第５条 協議会の委員は、次に掲げるもので構成し、委員の数は３５名以内とする。 

（１）茅ヶ崎南地区内に所在地を有する自治会長 
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（２）地域福祉全般に関する地域団体の代表 

（３）健康・スポーツに関する地域団体の代表 

（４）青少年育成等に関する地域団体の代表 

（５）安全・防犯に関する地域団体の代表 

（６）防災に関する地域団体の代表 

（７）生活環境に関する団体の代表 

（８）地域住民の交流・絆づくりを進める地域団体の代表 

（９）文化・生涯学習に関する地域団体の代表 

（10）地域振興分野に関する団体の代表 

（11）協議会が推薦する者 

（12）公募により認められた者 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（顧 問） 

第６条 協議会に相談役として若干名の顧問を置くことができる。 

２ 顧問には、茅ヶ崎南地区内に居住地をもつ者から役員会が推薦し、総会で承認を得た者を置

く。 

３ 顧問は会長が必要と認めたとき、会議に出席することができる。 

 

（役員） 

第７条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長     １名 

（２）副会長    ２名 

（３）事務局長   １名 

（４）書  記   １名  

（５）会  計   １名  

（６）部会長    部会数 

（７）監事     ２名 

２ 前項の役員は総会において委員の中から互選により選任する。 

 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 

２ 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ればならない。 

 

（役員の職務） 

第９条 役員は、次の職務を行う。 
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（１）会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

（２）副会長は、会長を補佐すると共に協議会の業務を分担する。会長に事故がある時 には、

その職務を代理する。（あらかじめ定められた順位による。） 

（３）事務局長は、協議会の事務等を処理すると共に事務局を統括する。 

（４）書記は、事務局長を補佐し会議等の記録をとる。 

（５）会計は、協議会の運営及び活動に関する経理事務を行う。 

（６）部会長は、部会運営を担当する。 

（７）監事は、協議会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。

会計事務及び業務執行に不正の事実を発見し、総会に報告の必要があると認めるときは、

臨時総会の開催を請求することができる。 

 

（会 議） 

第 10条 協議会の会議は、総会、運営委員会、役員会、及び部会とする。 

２ 部会を除く会議は、各会議を構成する者の過半数が出席しなければ開くことができない。た

だし、総会・運営委員会にあっては委員のうち、委任状の提出があった者については、出席が

あったものとみなす。 

３ 部会を除く会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところに

よる。 

４ 総会を除く会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所 

（２）出席者数 

（３）開催目的、協議事項及び議決事項 

（４）議決の経過の概要及びその結果 

 

（総会の構成） 

第 11条 総会は、委員をもって構成する。 

２ 総会の議長は、その総会において、出席した委員の中から選出する。 

 

（総会の種別） 

第 12条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

２ 定期総会は、年度当初に開催する。 

３ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、総会を構成する者の三分の一以上から会議の目的た

る事項を示して請求があったとき及び第９条第７項の規定により監事から請求があったときに

開催する。 

 

（総会の招集） 

第 13条 総会は、会長が招集する。 

２ 総会を招集するときは、委員に対し、会議の目的、日時及び場所を示して会議の７日前まで

に通知しなければならない。 
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（総会の議決事項） 

第 14条 総会は、次に掲げる事項を議決する。 

（１）事業報告及び決算に関すること 

（２）事業計画及び予算に関すること 

（３）高砂コミュニティセンターの事業報告及び決算に関すること 

（４）高砂コミュニティセンターの事業計画及び予算に関すること 

（５）役員の選任及び解任に関すること 

（６）規約の制定及び改正に関すること 

（７）その他、第５条に掲げる委員から提案された事項に関すること 

２ 総会が成立しないとき、総会を成立させる出席人員に達しなかったとき、総会を招集する時

間がないと認めるとき、その議決すべき事案に関して役員会の議決をもって処分することがで

きる。 

３ 前項の処置については、会長は、次の運営委員会においてこれを報告し、直近の総会で、承

認を求めなければならない。 

 

（総会の議事録） 

第 15条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所 

（２）委員の現在数及び出席者数（委任状を提出した委員も含む。） 

（３）開催目的、協議事項及び議決事項 

（４）議事の経過の概要及びその結果 

（５）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人２名以上の署名押印をしな

ければならない。 

 

（運営委員会の構成） 

第 16条 運営委員会は、委員等をもって構成する。 

２ 運営委員会の議長は、会長とする。 

３ 運営委員会には、委員等以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。 

 

（運営委員会の招集） 

第 17条 運営委員会は、会長が必要と認めた時に招集する。 

 

（運営委員会の決議事項） 

第 18条 運営委員会は、次の事項を決議する。 

（１）総会及び役員会に付議すべき事項 

（２）部会の設置及び廃止に関する事項 

（３）高砂コミュニティセンターの管理運営に関すること 
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（４）各部会間及び各種団体間の連絡調整 

（５）本会の委員の入会又は退会の承認に関すること 

（６）総会において議決された事項の執行に関する事項 

（７）総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（８）協議会に寄せられた意見及び提案事項（以下「意見等」という）に関する事項 

（９）その他、（役員会・部会・委員）から提案された事項 

 

（運営委員会の議事録） 

第 19条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所 

（２）委員等の現在数及び出席者数（委任状を提出した委員等も含む。） 

（３）開催目的、協議事項及び議決事項 

（４）議事の経過の概要及びその結果 

 

（役員会の構成） 

第 20条 役員会は、役員（監事を除く）をもって構成する。 

２ 役員会の議長は、協議会の会長とする。 

３ 役員会には、役員以外のものを出席させ、意見を聞くことができる。 

 

（役員会の招集） 

第 21条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。 

 

（役員会の決議事項） 

第 22条 役員会は、次の事項を決議する。 

（１）総会及び運営委員会に付議する事項 

（２）総会及び運営委員会において決議された事項のうち、協議会全体に係るものの執行に関

する事項 

（３）その他総会及び運営委員会の決議を要しない会務の執行に関する事項 

（４）高砂コミュニティセンターの管理運営に関する規程等の制定及び改正に関すること 

（５）部会委員の推薦等の承認に関すること 

 

（部会の構成） 

第 23条 委員の他、茅ヶ崎南地区に在住、在勤、在学の者とし、部会長が承認し、役員会に報告

した部会員で構成する。 

２ 部会に、部会長及び副部会長を置くものとする。 

３ 副部会長は部会員の中から互選により選出する。 

４ 部会の議長は、部会長とする。 

 

（部会長及び副部会長の職務） 
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第 24条 部会長及び副部会長は次の職務を行う。 

（１）部会長は、担当部会を代表し、部会の運営を統括する。 

（２）副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときには、その職務を代理する。 

 

（部会の招集） 

第 25条 部会は、部会長が必要と認めたときに招集する。 

 

（部会の協議事項） 

第 26条 部会は、所掌する事項について調査・審議し役員会及び運営委員会に報告する。 

２ 部会名及び所掌する事項は、別に定める。 

 

（事務局の構成） 

第 27条 協議会に、事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局には協議会より役員会が推薦し、総会で承認を得た事務局長・書記・会計を置く。 

３ 事務局には事務局員を置くことができる。 

 

（事務局の所掌事務） 

第 28条 事務局は、次の事務を司るものとする。 

（１）会議への出席 

（２）会議の開催通知書の作成及び送付 

（３）会議の資料の作成 

（４）会議の議事録の作成 

（５）会計事務に伴う資料の作成 

（６）茅ヶ崎市や関係団体との連絡調整 

（７）協議会に寄せられた意見等のとりまとめ 

（８）協議会活動に関する広報活動 

（９）その他必要な事項 

 

（事業及び会計年度） 

第 29条 協議会の事業及び会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日とする。 

 

（経費） 

第 30条 協議会の経費は、補助金、委託金、寄附金及びその他の収入をもってあてる。 

 

（住民等からの意見等の取り扱い） 

第 31条 会議で出された意見等のほか、茅ヶ崎南地区の住民及び各種団体から寄せられた意見等

は、事務局が取りまとめ、運営委員会に報告する。 

 

（必要事項） 

7



第 32条 その他、協議会の運営及び高砂コミュニティセンターの管理運営について必要な事項は

別に定める。 

 

 

付則 

この規約は、平成 29年 4月 1日から施行する 

平成 29年 9月 23日 規約第 7条 2項 副会長の増員 2名から 3名に改正 

平成 30年 1月 20日 部会設置に関する追加規定を設けた。 

平成 30年 3月 24日 規約第 14条に 2・3項を追加  

令和 2年 5月 17日 規約第 7条役員の定数変更並びに部会長・書記新規役員を追加。 

部会長・書記の役員追加による関連条項を追加改定した。 

令和 2年 8月 22日 高砂コミュニティセンター管理運営委員会の組織組み入れによる廃止に伴

い、臨時総会の議決に基づき、令和 3年 4月 1日から施行する。 
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茅ヶ崎南地区まちぢから協議会 部会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、茅ヶ崎南地区まちぢから協議会規約第２６条第２項の規定により、茅ヶ崎

南地区まちぢから協議会（以下「協議会」という。）の部会名及び所掌する事項等に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 

（部会について） 

第２条 協議会に設置する部会は、次のとおりとする。 

（１）防災部会 

（２）生活・環境部会 

（３）福祉部会 

（４）児童・健康部会 

（５）地域活性化部会 

（６）コミセン事業部会 

 

（部会の所掌する事項等について） 

第３条 前条に規定した部会の所掌する事項及び具体的な取り組み内容は、次のとおりとする。

必要に応じて、各部会は所掌する事項等の調査・研究を行うことができる。 

（１）防災部会 

   ア 地域の災害対策・防災力向上に関すること 

   イ その他協議会等で当該部会での検討が決定した案件等に関すること 

（２）生活・環境部会 

   ア 住民が安全快適に生活できるよう地域の生活環境の向上に関すること 

   イ ごみ処理、交通安全、防犯等、生活環境に関すること 

ウ その他、協議会等で当該部会での検討が決定した案件等に関すること 

（３）福祉部会 

   ア 誰もが安心して暮らせる地域社会を創出すること 

   イ 地域福祉の推進に関すること 

   ウ その他協議会等で当該部会での検討が決定した案件等に関すること 

（４）児童・健康部会 

   ア 子どもの安全に関すること 

   イ 子どもの健全な育成に関すること 

   ウ 地域住民の健康に関すること 

エ その他協議会等で当該部会での検討が決定した案件等に関すること 

（５）地域活性化部会 

   ア 住みやすい地域となるよう、行政・事業主体・住民との絆を強化すること 

   イ 地域の活性化を促進する各種事業の企画、運営に携わること 
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   ウ その他協議会等で当該部会での検討が決定した案件等に関すること 

（６）コミセン事業部会 

   ア 高砂コミュニティセンターで行う各種事業の企画、計画及び実施に関すること 

   イ その他協議会等で当該部会での検討が決定した案件等に関すること 

 

附 則 

 この規程は、平成３０年１月２０日から施行する。（施行開始） 

この規程は、平成３０年３月２４日から施行する。（防災安全部会の分割） 

この規程は、平成３１年３月２３日から施行する。（地域活性化部会の新設） 

この規程は、令和元年７月２０日から施行する。（児童・健康部会の分割・新設） 

この規程は、一部改正し、令和３年４月１日から施行する。（コミセン事業部会の新設） 
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分　野 Ｎｏ 団　　体　　名 役　職 氏　名

1 若松町幸自治会 会　　長 倉金　　榮

2 共恵中央自治会 監　　事 佐藤　勝栄

3 共恵東自治会 副 会 長 黒田　芳之

4 共恵海岸通り自治会 副 会 長 篠原　德守

5 幸町自治会 部 会 長
（防災部会）

土岐田　紘之

6 中海岸自治会 事務局長 神藤　順教

7 茅ヶ崎南地区社会福祉協議会 部 会 長
（福祉部会）

西澤　　充

8 茅ヶ崎南地区民生委員児童委員協議会 坂部　美智子

9 地域包括支援センター・福祉相談室つむぎ 塩崎　芳浩

10 地区ボランティアセンター 吉川　　睦

11 福寿会（中海岸） 佐竹　伸也

健康・スポーツ、文化・生涯
学習に関する地域団体の代表

12 茅ヶ崎南地区体育振興会 河井　朋洋

13 茅ヶ崎小学校区青少年育成推進協議会 部会長
（児童健康部会）

日下　英彦

14 茅ヶ崎小学校区ふれあいプラザ運営委員会 会　　計 峯尾　泰弘

15 中海岸子供会 松下　亜弥子

16 きかんしゃクラブ 中島　智希

マミーレインボーきっず（休会）

安全・防犯、防災、生活環境
に関する地域団体の代表

17 防災リーダー協議会 百瀬　あや子

18 南駅前商店会 岩澤　　裕

南本通り商店会

19 幸町自治会 部 会 長
（地域活性化部会）

小澤　幸夫

20 幸町自治会 部 会 長
（生活環境部会）

二木　健夫

21 中海岸自治会 監　　事 川添　忠茂

22 共恵中央自治会 小林　健二

23 若松町幸自治会 倉金　彌光

24 共恵東自治会 書　　記 古泉　清

25 公募委員 大嶽　恵美

26 公募委員 斯波　義典

　また、令和５年度は若松町幸自治会、共恵東自治会、中海岸自治会の自治会長が変更予定です。

令和４年度　茅ヶ崎南地区まちぢから協議会委員名簿

※委員が未確定のため、令和４年度の名簿を添付しています。【定期総会：令和５年５月２０日（予定）】

茅ヶ崎南地区内に所在地を有
する自治会長

地域福祉全般に関する地域団
体の代表

令和4年11月1日

青少年育成等に関する地域団
体の代表

地域振興分野に関する団体の
代表

公募により認められた者

協議会が推薦する者

★

★

★

★

★
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度前年度の活動報告書及び収支決算書              支決 

  

茅ヶ崎南地区まちぢから協議会 令和４年度事業報告  

  令和元年 2月より蔓延した新型コロナウィルス（COVI19）は、ようやく年央より落ち着きを見せ始

め、まちぢから協議会の活動は、感染防止と日常生活の取り戻しとを同時並行で開催されてきました。 

行事開催ができない年度初めは、まちぢから協議会運営の改善を主に議論を重ねました。年後半には予

定された各種行事を、細心の注意のもと実施し、参加された住民の方々とともに、交流できる喜びがい

かに大切なことかと、改めて思い知ることができました。 

 茅ヶ崎南地区まちぢから協議会発足６年目となり、運営委員はじめ関連団体の捉える地域の抱える課

題をアンケートとしてまとめ、今後のまちぢから協議会の優先的取り組み課題の共有化を図りました。 

コロナ等により地域内のつながりが薄れ、早急にその立て直しが必要との意見が多く、次年度の最重点

課題として取り組みます。 

 

１ 各種会議  

（１） 総会、運営委員会、役員会  

（SDGｓ 3 すべての人に健康と福祉を 4 質の高い教育をみなに 11 住む続けられるまちづくりを  

12 つくる責任つかう責任 14 海の豊かさを守ろう 17 パートナーシップで目標を達成しよう） 

  

開 催 日 会 議 名 概     要 

令和 4年 4月 20日 役員会 定期総会議事検討 

書面評決による運営の決定 

    5月 25日 役員会 定期総会について 

    6月 定期総会 

（書面表決） 

まちぢ及び高砂コミセンの事業報告・収支決算報告・事業計画

案・収支予算案・委員の選任 

    6月 15日 

 

役員会 総会書面表決結果報告、部会運営について、まちぢから課題形

成アンケートについて、市民のつどい実施について 他 

    6月 18日 運営委員会 同上 

令和 4年度各団体の開催行事と統合の是非について 

まちぢから運営委員紹介、まちぢから協議会の部会委員選出他 

7月 20日 役員会 市民のつどい実施にあたって 市への要望事項検討 

部会活動の目的と部会員の決定 

避難所運営マニュアル策定について 

    7月 23日 運営委員会 同上 

まちぢから課題形成アンケート実施について 

まちぢホームページ運営について 

    8月 17日 役員会 市民のつどいの運営について 

（駅前改修計画案の説明・コロナ対策と運営方法） 

    8月 20日 運営委員会 同上 

市民体育祭・地域ケア会議開催について 

アンケート提出 
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     9月 21日 役員会 新公募委員の決定 まちぢ前半を振り返って フリーディスカ

ッション 

    10月 19日 役員会 資源循環課・環境事業センターとの意見交換 

第９回新春凧揚げ大会開催について 

コミセン規則遵守事項変更について 

令和５年賀詞交歓会について 

    10月 22日 運営委員会 同上 

駅周辺のごみ排出について 市との意見交換 

公募委員紹介 他 

    11月 16日 役員会 コミセンまつりと運営について 

新春凧揚げ大会実行委員役割について 

まちぢから協議会後半の改善ポイントについて 

    11月 19日 運営委員会 同上 

賀詞交歓会について 

    12月 21日 役員会 まちぢ課題形成アンケート結果による意見交換 

賀詞交歓会参加者・準備・次第について 

    12月 24日 運営委員会 同上 

まちぢ役員（会計）の人事代行について 

令和 5年 1月 18日 役員会 次年度まちぢの運営について（課題形成アンケートによる） 

梅まつり実施について 

    1月 21日 運営委員会 同上 

    2月 15日 役員会 令和 5年定期総会のまでのスケジュールについて 

令和 5年度まちぢ運営改善について最終討議 

高砂コミセン防災訓練について 

共催事業「梅まつり」の関わり方について 

    2月 18日 運営委員会 同上 

地域内挨拶励行運動の展開について 

防犯指導員推薦について 

    3月 15日 役員会 定時総会の開催・資料提出について 

運営委員・部会委員増員について 

まちぢ役員（地域活性化部会長）代行について 

令和 5年度特別事業「新春凧揚げ大会」申請について 

    3月 18日 運営委員会 同上 

ごみ有料化による状況と課題の検討（市資源循環課・環境事業

センター） 

まちぢから協議会制度アンケート実施 
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（２） 部会  

部 会 名 開 催 日 概       要 

防災部会  

（SDGs 11,17） 

毎月第 2土曜日 

（但し 1月は休会） 

○避難所マニュアルの完成 

○茅ヶ崎南地区防災訓練の検討（クロスロード） 

○ホース格納箱放水訓練実施計画  

生活環境部会 

（SDGs 3,11,12,17） 

R4年    6月 18日 

7月 22日 

9月 24日 

10月 22日 

11月 19日 

12月 24日 

R5年   2月 18日 

3月 18日 

○今年度取り組み検討 住環境劣化等 

○ごみ有料化説明会 

○市民のつどい受けての対策検討 

○ごみ有料化課題を市担当課と検討 

○リトルハブホーム説明会 

○ごみ排出場所の防犯カメラ 2台設置 

○私道の補修について 

○ごみ有料化移行の成果・課題説明会 

福祉部会 

（SDGs 3,4,11,17） 

必要に応じ随時 ○高齢者の外出支援検討  

 地域内 5箇所に休憩用椅子の設置 

○地域内障がい者施設との交流 

 実態把握から課題形成検討 

児童健康部会 

（SDGs 3,4,11,17） 

必要に応じ随時 ○登下校時の児童安全交通整理について 

○欠席対応時の情報連絡整備 

○旗振り実習 

○学校との意見交換会運営検討 

 地域活性化部会 

（SDGs 3,11,12, 

14,17） 

必要に応じ随時 ○市民のつどい運営検討 

○新春凧揚げ大会運営検討 

  

 コミセン部会 

（SDGs 3,4,11,17） 

毎月第２木曜日 

 

○就業規則・マニュアルの検討  

○改修工事計画 セルフチェックシート作成 

○コミセンまつり実施検討・利用者懇談会開催計画 

○事業「マイクロプラ削減」映画会実施計画 

○コミセンジャンパー・のぼり旗の作成 

○施設連絡会事務局員研修計画策定 

○上期火災訓練実施計画・下期経費節約について 

○コミセンまつり進捗確認 

○市要請の「フードバンク」実施の検討 

○次年度事務局員雇用契約・採用計画について 

○下期防災訓練実施計画・コロナ対策制限緩和 

○R5年度コミセン事業計画他検討 

 自治会長会 

（SDGs 11,15,17） 

毎月第 2木曜日 情報交換・課題共有化・まちぢから協議会への提言 

参加団体との連携について 

 事務局打ち合わせ 

  

毎月第 1金曜日 まちぢ・コミセン課題抽出 

役員会・運営委員会提出議題検討 
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２ 各種会議を除く事業  

日  付    区分  事業名  SDGｓとの関連  

令和 4年  5 月 12 日  共催  ビーチクリーン  14  海の豊かさを守ろう 

17 パートナーシップで目標を達成しよう 

  9月 10日  主催  市民のつどい  17 パートナーシップで目標を達成しよう 

  25 日  主催  地区体育祭  3 すべての人に健康と福祉を  

            10 月 9日  主催  地区防災訓練  11 住み続けられるまちづくりを  

令和 5 年    1 月 2 日    

主催 第 9回新春凧揚げ大会  

14 海の豊かさを守ろう 

11 住み続けられるまちづくりを 

17 パートナーシップで目標を達成しよう 
                  3 日 

                 16 日  主催  賀詞交歓会  17 パートナーシップで目標を達成しよう 

            2 月 11 日  共催  梅まつり  4 質の高い教育をみんなに 

11 住み続けられるまちづくりを 

  

（１）市民のつどい 

概 要 本地区では、地域の抱える課題を、市長を始め市役所幹部と共有化することは、まちぢ

から協議会として最も大切なことととして、設立時より位置づけている。 

また、地域と行政が対立する構造ではなく、地区の誰もが参加し、発言できる形式と

し、回覧にて周知を図った。地域活性化部会が担当。 

実施日 令和４年９月１０日（土） 

会 場 高砂コミュニティセンター 

参加者 ３０名（一般参加者） 

内 容 第１部 「行政からの市役所経営についての報告」 

第２部 「茅ヶ崎南地区まちぢから協議会からの要望」  

第３部 「茅ヶ崎南地区をより住みやすくするための意見交換」  

  

（２）地区体育祭 

概 要 まちぢから協議会が主催し、体育振興会の運営により、老若男女（大人・青少年・児

童）が運動を通じて交流する事業として開催した。 

実施日 令和４年９月２５日（日） 

会 場 茅ヶ崎小学校 

参加者 １５０人 

 

（３）地区防災訓練 

概 要 防災部会が担当し、茅ヶ崎南地区防災リーダー協議会の運営のもと、防災対策課職員、

茅ヶ崎小学校配備職員と連携して、図上作戦のクロスロードを実施した。 

実施日 令和４年１０月９日（日） 

会 場 高砂コミュニティセンター 

参加者 ４０名  
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（４）第９回新春凧揚げ大会 

概 要 茅ヶ崎南地区まちぢから協議会主催による 3年ぶりの、フルスペックにて実施。 

地域活性化部会が担当。子ども達が自分で絵を描いた凧を揚げる姿や海岸を彩る連

凧や大凧は箱根駅伝と共に正月の風物詩になりつつある。 

また茅ヶ崎ゆかりの方々による演芸も、住民が地元の海でくつろぐ一時となった。 

   実施日 令和５年１月２日（月）・３日（火） 

会 場 サザンビーチちがさき 

参加者 ２，５００人 

  

（５）賀詞交歓会 

概 要 地域活性化部会が担当し、茅ヶ崎南地区で活動する団体、議員、行政等の懇親をはかる

場として開催した。 

実施日 令和５年１月１６日（月） 

会 場 高砂コミュニティセンター 

参加者 ４０名  
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予算額 決算額 内　訳

450,018 450,018

250,000 250,000 運営費等助成金

70,000 6,600 地区防災訓練補助金

979,500 989,530 6自治会より

0 68,003 懇親会等参加費、利息等

1,749,518 1,764,151

支出の部

予算額 決算額 内　訳

1,749,518 1,316,119

会議費 100,000 131,004 賀詞交歓会、まちぢから協議会連絡会会議費

負担金 10,000 0 まちぢから協議会連絡会負担金

研修費・旅費 200,000 0 SDGs研修会、書籍代

消耗品費 20,000 161,241 事務用品、用紙、プリンターインク等

印刷製本費 5,000 0 印刷（回覧）コピー

備品購入費 0 0

通信運搬費 30,000 0

手数料 10,000 3,630 振込手数料

事業費 430,000

　広報紙発行 80,000 34,850 青松発行（ラクスル代）

　地区防災訓練 250,000 26,574 訓練消耗品

　新春凧揚げ大会 50,000 159,000 子ども配布用凧制作代

　情報交換費 50,000 0 講師料　情報交換費

　梅まつり 0 40,650 ポスター、チラシ分担金

団体への助成金 751,500 759,170 地区社協、体育振興会、茅ヶ崎小学校区推進協他

予備費 193,018 0

部会活動費は、本部費で計上

小計 1,749,518 1,316,119

小計

0 448,032

市への返還金 0 0

1,749,518 1,764,151

特
定
事
業
費

前年度繰越金

令和４年度　茅ヶ崎南地区まちぢから協議会収支決算（案）

収入の部 (単位：円）

合　　計

項　目

項　目

運
営
費

繰越金

合　　計

茅ヶ崎市：運営補助金

茅ヶ崎市：防災訓練補助金

自治会分担金

雑収入

【本部】

【部会】
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当該年度の活動報告書及び収支予算書                                  

茅ヶ崎南地区まちぢから協議会 令和５年度事業計画（案）  

  

１ 事業計画方針  

 規約第３条に掲げる目的を達成するため、次の方針のもと運営委員会・役員会・部会及び事業を実施

する。  

  

（１） 課題把握  

   各団体や住民が抱えている課題や取り組みなど、地域に関する様々な情報の把握・共有を行い、各

部会と共に課題を整理し、調査・研究を行い、課題解決までの方法等について検討を行う。  

（２） 課題解決  

   日頃から課題把握及び整理を行い、運営委員会での協議の中で、必要に応じ部会等課題解決に適し

た活動を行うとともに、各団体や地域住民及び行政と協働しながら課題解決に取り組む。  

（３） 広報活動  

  茅ヶ崎南地区まちぢから協議会の活動を周知するとともに、多くの地域住民が協議会活動に参加

できるよう、広報紙やホームページ等様々な広報媒体を用いて広報活動を行う。  

（４） 人材発掘  

   各種事業、部会等の活動を通じて、地域住民に対し広く呼びかけを行い、多くの地域住民が参加で

きるよう努めるとともに、地域内の潜在的な人材を発掘する。  

（５） 重点課題 

昨年実施した茅ヶ崎南地区まちぢから協議会課題形成アンケートにより、コロナ禍で薄れた地域住

民とのつながりを強化することが最重点課題とされ、令和５年度より、地区内挨拶励行運動に取り組

む。 

 

２ 運営委員会・役員会の予定  

会議名  期 日  主要テーマ  SDGｓとの関連 

運営委員会  通年必要の

都度  

所属団体との情報・課題共有化と相互

協力体制の構築 

SDGs 3,4,11,12, 

14,17 

役員会  通年  まちぢ・コミセンのあり方検討 同 上 

※原則として、運営委員会は第３土曜日、役員会は第３水曜日に会議を開催する。  

  

３ 各部会の予定  

会議名  期 日  主要テーマ  SDGｓとの関連 

防災部会  通年  地域の安全構築と協力体制 SDGs 11,17 

生活環境部会    通年  住民生活にかかわる課題の検討 SDGs 2,3,11,17 

福祉部会  通年  高齢者・身障者・育児課題の検討 SDGs 3,4,11,17 

児童・健康部会  通年  児童を始め地域住民の健康と安全 SDGs 3,4,11,17 

地域活性化部会  通年  住民相互の交流・行政との情報共有、 SDGs 3,11,12,14,17 

コミセン部会 通年 住民活動拠点としての愛されるコミセ

ンづくり 

SDGs 3,4,11,17 

自治会長会 通年 地域の安全・安心、住み続けられるま

ちづくりへの協力体制構築 

SDGs 11,15,17 
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※構成する委員の都合等に応じてスケジュール調整を行い、開催日時を決定する。  

  

４ 事業等の計画  

事業名  日 程  区分  場 所  

ビーチクリーン 令和 5年 6月、9月(予定)  共催  サザンビーチちがさき 

市民のつどい  9月 5日（土）  主催  高砂コミュニティセンター  

市民体育祭  9月  日（日）  共催  茅ヶ崎小学校  

地区防災訓練  10月 15日（日）(予定)  主催  茅ヶ崎小学校  

高砂コミセンまつり  12月 2日（土） 主催  高砂コミュニティセンター 

新春凧揚げ大会 令和 6年１月 2日（火） 

・3日（水） 

主催  サザンビーチちがさき 

賀詞交歓会 1月中旬（月）  共催  高砂コミュニティセンター  

梅まつり 2月 11日（日･祝） 共催  高砂緑地  

※上記事業の詳細については運営委員会等で検討を行い、実施する。  
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前年度決算額 予算額 内　訳

450,018 448,032

250,000 250,000 運営費等助成金

6,600 140,000 地区防災訓練補助金

989,530 980,000 6自治会より

68,003 60,000 会費（賀詞交歓会等）、預金利息等

1,764,151 1,878,032

支出の部

前年度決算額 予算額 内　訳

1,316,119 1,878,032

会議費 131,004 150,000 定例会等に関する費用、会合補助等

研修費・旅費 0 200,000 研修会会費、旅費

印刷製本費 0 5,000 コピー、印刷費等

消耗品費 161,241 60,000 事務用品、用紙、インク等

備品購入費 0 0

通信運搬費 0 10,000

負担金 0 10,000 まちぢから協議会連絡会負担金

手数料 3,630 5,000 振込手数料

事業費 261,074 540,000

　　広報紙発行 34,850 80,000 青松発行経費

　　地区防災訓練 26,574 200,000 防災訓練消耗品等

　　新春凧揚げ大会 159,000 160,000

　　情報交換費 0 50,000 講師料、情報交換費等

　　梅まつり 40,650 50,000 ポスター、チラシ分担金

各団体への分担金 759,170 760,000 地区社協、体育振興会、茅ヶ崎小学校区推進協他

予備費 0 138,032

小計 1,316,119 1,878,032

小計

448,032 0

0 0

1,764,151 1,878,032合　　計

項　目

項　目

運
営
費

繰越金

合　　計

茅ヶ崎市：運営補助金等

茅ヶ崎市：防災訓練補助金

自治会分担金

雑収入

【本部】

特
定
事
業
費

前年度繰越金

市への返還金

【部会】

令和５年度　茅ヶ崎南地区まちぢから協議会収支予算（案）

収入の部 (単位：円）
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